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第12回定例会

満開のチューリップ（中央公園にて）

　第12回定例会は、２月22日から３月24日までの31日間
の日程で開催しました。２月27日・28日及び３月１日
に開会した常任委員会等では、令和４年度補正予算等
について審査を行い、３月６日の本会議で採決を行い
ました。３月８日からは当初予算等に係る予算特別委
員会を設置し、分科会及び総括質疑（全体会議）によ
る審査を行った後、３月24日の本会議において当初予
算案等はいずれも原案可決となりました。
（各議案の採決結果は７・８面に掲載）
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Ｑ＆Ａ代表質疑

 

の
議
審
算
予
初
当

 

れ
流
な
主

疑
質
表
代
①

　
　
　

←

会
員
委
別
特
算
予
②

　

）
会
科
分
（　

　
　

←

会
員
委
別
特
算
予
③

　

）
疑
質
括
総
（　

　
　

←

会
員
委
別
特
算
予
④

　

）
決
採
・
明
表
見
意
派
会
各
（　

　
　

←

）
決
採
（
議
会
本
⑤

令
和
５
年
度
予
算
編
成

の
考
え
方
に
つ
い
て

　
　
主
要
事
業
の
中
で
、
３
つ
の

注
目
事
業
を
選
ん
だ
理
由
は
。

　
　
　
注
目
事
業
と
し
た
子
供
の

医
療
費
助
成
の
さ
ら
な
る
拡
充
や

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
教
育
・
保
育

の
推
進
は
、
子
育
て
支
援
の
さ
ら

な
る
充
実
に
向
け
た
取
組
と
し
て
、

ま
た
、
住
環
境
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー

ボ
ー
ド
の
設
置
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

世
帯
の
定
住
・
転
入
促
進
に
資
す

る
良
好
な
住
環
境
形
成
に
向
け
た

取
組
と
し
て
、
私
な
り
の
特
色
を

出
す
よ
う
心
が
け
た
。
注
目
事
業

も
含
め
た
今
回
の
予
算
は
、
本
市

が
住
む
場
所
・
生
活
す
る
場
所
・

働
く
場
所
と
し
て
魅
力
的
に
な
る

た
め
の
第
一
歩
の
予
算
と
位
置
づ

け
、
さ
ら
な
る
飛
躍
に
向
け
た
取

組
を
加
速
化
し
て
い
き
た
い
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○
施
政
方
針
の
中
で
、
学
校
教
育

の
質
の
向
上
は
未
来
を
担
う
子

供
へ
の
投
資
と
あ
る
が
、
学
校

問市
長

教
育
の
質
の
向
上
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。

○
保
育
環
境
の
改
善
の
た
め
、
保

育
の
量
と
質
の
確
保
を
ど
の
よ

う
に
進
め
て
い
く
の
か
。

○
産
業
政
策
会
議
で
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
創
出
と
人
材
確
保
及
び
定

着
を
挙
げ
て
い
る
が
、
雇
用
・

就
労
支
援
施
策
を
ど
の
よ
う
に

展
開
す
る
の
か
。

認
可
保
育
所
新
設
費
用

の
補
助
に
つ
い
て

　
　
保
育
士
確
保
に
は
処
遇
改
善

が
必
要
と
考
え
る
が
、
保
育
支
援

者
の
配
置
補
助
事
業
以
外
で
何
か

本
市
独
自
の
考
え
は
あ
る
か
。

　
　
　
本
事
業
は
市
内
の
保
育
士

資
格
保
有
者
を
対
象
と
し
た
実
態

調
査
で
、
働
き
続
け
る
に
当
た
っ

て
必
要
な
こ
と
は
、
事
務
・
雑
務

の
軽
減
と
の
回
答
が
64
％
に
達
し

た
こ
と
な
ど
か
ら
実
施
を
決
め
た

事
業
で
あ
り
、
保
育
士
の
負
担
軽

減
等
の
処
遇
改
善
を
意
図
し
て
い

る
。
今
後
も
効
果
的
か
つ
独
自
性

問市
長

の
あ
る
保
育
士
確
保
策
に
つ
い
て

は
、
既
存
施
策
を
効
果
測
定
し
、

保
育
現
場
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
吸

い
上
げ
検
討
し
て
い
き
た
い
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○
大
阪
・
関
西
万
博
に
向
け
た
観

光
戦
略
に
つ
い
て
、
次
年
度
は

ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か
。

○
旧
か
ん
な
み
新
地
の
買
取
り
に

係
る
方
針
転
換
に
つ
い
て
、
議

会
へ
の
報
告
は
あ
っ
た
の
か
。

○
市
長
公
約
の
子
供
の
医
療
費
無

償
化
は
何
年
度
に
な
る
の
か
。

財
政
運
営
方
針
に
つ
い

て
　
　
財
政
運
営
上
、
こ
れ
ま
で
と

こ
れ
か
ら
に
違
い
は
あ
る
の
か
。

　
　
　
こ
れ
ま
で
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
見
直
し
で
収
支
不
足
を
解
消
し

て
き
た
が
、
次
年
度
以
降
の
収
支

状
況
を
推
計
す
る
と
主
要
一
般
財

源
が
同
水
準
の
場
合
、
将
来
負
担

の
抑
制
や
減
債
基
金
活
用
で
の
公

問市
長

　３月７日・８日の２日間、各会派の代表者７人が令和
５年度当初予算案などに関して代表質疑を行いました。
主な質疑と答弁の要旨は、次のとおりです。

債
費
負
担
の
ピ
ー
ク
カ
ッ
ト
に
よ

り
、
安
定
的
な
財
政
運
営
が
可
能

と
見
込
ま
れ
、
従
来
の
減
量
型
行

革
か
ら
、
必
要
な
政
策
投
資
も
可

能
な
姿
へ
と
転
換
を
図
る
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○
市
域
中
心
部
の
公
設
地
方
卸
売

市
場
へ
の
物
流
倉
庫
の
誘
致
に

つ
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
観
点

か
ら
の
見
解
は
ど
う
か
。

○
Ｃ
Ｉ
Ｏ
及
び
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
並
び
に

そ
の
補
佐
官
に
は
そ
れ
ぞ
れ
別

の
人
物
に
す
べ
き
と
考
え
る
が

ど
う
か
。
ま
た
、
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
担
当
課
の

設
置
が
必
要
で
は
な
い
か
。

○
令
和
５
年
に
既
存
の
公
立
・
法

人
保
育
園
と
議
論
を
重
ね
、
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

の
見
直
し
を
行
う
べ
き
と
考
え

る
が
ど
う
か
。

ユ
ニ
チ
カ
記
念
館
の
活

用
つ
い
て

公
明
党

真
鍋
　
修
司

日

本 

維
新
の
会

辻
　
　
信
行

市
民
グ
リ
ー
ン

ク
ラ
ブ

綿
瀬
　
和
人

蒼
風
会

林
　
　
久
博
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歴
史
的
意
義
と
価
値
を
ど
う

評
価
し
て
い
る
か
。
今
後
の
保
存

と
活
用
へ
の
意
気
込
み
は
ど
う
か
。

　
　
　
　
ユ
ニ
チ
カ
記
念
館
は
歴

史
的
価
値
や
デ
ザ
イ
ン
的
に
優
れ

た
近
代
建
築
で
あ
り
、
明
治
期
以

降
、
尼
崎
が
発
展
を
遂
げ
る
礎
を

築
い
た
建
築
物
と
し
て
唯
一
現
存

す
る
も
の
で
、
本
市
の
歴
史
を
伝

え
る
貴
重
な
文
化
財
と
評
価
し
て

い
る
。
歴
史
遺
産
と
し
て
の
価
値

を
守
り
、
活
用
に
は
市
民
や
専
門

家
等
か
ら
意
見
を
聞
き
、
観
光
や

地
域
活
性
化
等
の
観
点
か
ら
庁
内

連
携
の
も
と
検
討
し
、
尼
崎
の
歴

史
と
魅
力
を
伝
え
る
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
末
永
く
守
り
伝
え
て
い
く
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑
　
　
　
　

○
保
育
施
設
の
新
設
は
、
今
後
少

な
い
子
供
を
多
く
の
施
設
で
保

育
を
行
う
効
率
の
悪
い
政
策
と

思
う
が
ど
う
か
。

○
尼
崎
城
や
観
光
案
内
所
を
ど
う

強
化
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
新

年
度
予
算
の
個
別
の
経
費
は
ど

う
か
。
ま
た
、
新
設
の
経
済
観

光
振
興
課
の
役
割
や
指
定
管
理

者
と
の
関
わ
り
は
ど
う
か
。

○
市
立
尼
崎
高
等
学
校
第
２
グ
ラ

ウ
ン
ド
の
整
備
に
つ
い
て
、
も

う
少
し
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て

工
事
に
着
工
で
き
な
い
か
。

問教
育
長

市
の
財
政
問
題
と
基
金

に
つ
い
て

　
　
主
要
３
基
金
残
高
が
い
ず
れ

も
１
０
０
億
円
を
超
え
て
い
る
が

市
民
の
暮
ら
し
の
た
め
に
思
い
切

っ
た
活
用
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　
　
財
政
運
営
方
針
で
考
え
方

を
整
理
し
、
減
債
基
金
は
公
債
費

の
収
支
不
足
等
に
活
用
し
、
公
共

施
設
整
備
保
全
基
金
は
原
則
、
直

近
３
カ
年
の
積
立
平
均
額
の
２
分

の
１
を
限
度
に
投
資
的
事
業
に
活

用
し
て
い
く
。
ま
た
、
財
政
調
整

基
金
は
、
税
収
の
急
変
動
や
大
規

模
な
災
害
に
備
え
、
類
似
他
都
市

並
の
残
高
を
目
標
と
し
つ
つ
、
市

民
生
活
支
援
の
観
点
か
ら
活
用
も

し
て
き
た
。
基
金
は
単
な
る
貯
金

で
は
な
く
目
的
を
有
し
て
お
り
、

今
後
も
適
切
に
活
用
し
て
い
く
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○
保
育
士
が
不
足
す
る
か
ら
配
置

基
準
を
見
直
さ
な
い
と
い
っ
た

考
え
を
改
め
、
保
育
環
境
を
整

問市
長

え
る
た
め
の
市
独
自
の
補
助
金

制
度
を
拡
充
す
べ
き
と
思
う
が

ど
う
か
。

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得

を
条
件
に
市
の
施
策
が
受
け
ら

れ
な
い
と
い
っ
た
状
況
は
な
い

か
。
ま
た
、
今
後
も
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
な
い
か
。

○
気
候
危
機
打
開
の
た
め
、
気
候

市
民
会
議
や
省
エ
ネ
・
再
エ
ネ

を
推
進
す
る
支
援
窓
口
の
設
置

等
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

拉
致
問
題
の
啓
発
・
教

育
に
つ
い
て

　
　
拉
致
問
題
を
ど
う
啓
発
・
教

育
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
か
。
小

学
校
、
中
学
校
、
高
校
で
「
ア
ニ

メ
め
ぐ
み
」
の
視
聴
数
増
加
に
力

を
入
れ
て
も
ら
い
た
い
が
ど
う
か
。

　
　
　
　
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問

題
は
重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
り
、

啓
発
・
教
育
に
は
学
習
指
導
要
領

の
解
説
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
小

中
学
校
の
社
会
科
及
び
高
校
の
政

治
経
済
の
学
習
で
国
際
社
会
で
の

問教
育
長

我
が
国
の
在
り
方
、
基
本
的
な
人

権
の
保
障
の
理
解
や
興
味
・
関
心

を
高
め
、
授
業
展
開
例
の
送
付
等

を
行
い
、「
ア
ニ
メ
め
ぐ
み
」
の

活
用
を
図
っ
て
い
く
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○
大
阪
・
関
西
万
博
に
向
け
て
、

市
内
全
域
を
路
上
喫
煙
禁
止
に

す
る
考
え
は
。
ま
た
、
罰
金
や

過
料
に
つ
い
て
の
考
え
は
ど
う

か
。

○
本
市
の
い
じ
め
問
題
は
解
決
で

き
て
い
る
の
か
。
対
策
は
十
分

に
効
果
を
発
し
て
い
る
の
か
。

対
策
に
優
先
順
位
は
あ
る
の
か
。

ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
の
導
入
へ

の
考
え
は
ど
う
か
。

○
新
設
の
産
業
政
策
会
議
で
ど
の

よ
う
な
成
果
を
出
す
の
か
。
年

４
回
程
度
の
開
催
で
結
論
を
導

け
る
の
か
。
そ
し
て
、
Ａ
Ｍ
Ｐ

Ｉ
等
の
既
存
施
設
と
ど
う
相
乗

効
果
を
生
み
、
ま
た
、
今
後
は

ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
の
か
。

保
育
施
設
へ
の
虐
待
通 

告
に
対
す
る
対
応
に
つ 

い
て

　
　
通
告
者
も
し
く
は
被
害
者
と

加
害
者
双
方
が
認
め
な
い
と
虐
待

と
認
定
し
な
い
の
か
。
子
供
の
安

全
を
優
先
す
る
対
応
は
確
立
し
て

い
る
の
か
。
守
秘
義
務
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
は
あ
る
の
か
。

　
　
　
虐
待
等
が
疑
わ
れ
る
場
合
、

事
実
確
認
の
過
程
で
明
ら
か
に
虐

待
と
確
認
で
き
れ
ば
認
定
し
、
警

察
と
情
報
を
共
有
し
、
保
育
施
設

に
特
別
監
査
を
実
施
す
る
。
ま
た
、

保
護
者
の
意
向
を
確
認
し
た
上
で

新
た
な
施
設
で
保
育
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
対
処
す
る
。
こ
れ
ら
の
対

応
は
国
の
手
引
に
準
拠
し
て
進
め
、

法
令
等
に
基
づ
き
通
報
者
が
特
定

さ
れ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

■
そ
の
他
の
主
な
質
疑

○
市
民
や
市
内
法
人
等
と
の
対
話

を
通
じ
、
減
税
に
向
け
た
取
組

を
調
査
・
研
究
し
て
は
ど
う
か
。

○
公
立
小
中
学
校
で
イ
ン
ク
ル
ー

シ
ブ
教
育
推
進
校
の
指
定
に
向

け
、
協
議
し
て
は
ど
う
か
。

○
災
害
時
、
命
に
直
結
す
る
機
器

の
電
源
確
保
を
ど
の
よ
う
に
行

う
の
か
。
ま
た
福
祉
避
難
所
マ

ッ
プ
の
作
成
を
検
討
し
て
は
ど

う
か
。

問市
長

青
雲
の
会

佐
野
　
剛
志

川
﨑
　
敏
美

日
本
共
産
党

議

員

団

み
ど
り
の

未

来

迫
田
　
敬
一
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予算特別委員会／分科会審査

■���委員会等は原則公開ですので、傍聴を希望される方は、当日、開会時刻の１５分前ま
でに議会事務局にお越しください。議会棟は市役所の東側です。

令
和
５
年
度
当
初
予

算
及
び
同
予
算
関
連

議
案
を
審
査

　
本
市
議
会
で
は
、
令
和
５

年
度
当
初
予
算
と
同
予
算
関

連
議
案
の
計
14
案
件
を
集
中

的
に
審
査
す
る
た
め
、
全
議

員
を
委
員
と
す
る
予
算
特
別

委
員
会
を
設
置
し
、
委
員
長

に
福
島
さ
と
り
委
員
が
選
任

さ
れ
ま
し
た
。

　
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
常

任
委
員
会
と
委
員
や
所
管
事

項
が
同
じ
５
つ
の
分
科
会
を

設
置
し
、
各
所
管
部
局
に
関

し
て
審
査
を
行
う
と
と
も
に
、

当
初
予
算
案
及
び
当
初
予
算

関
連
議
案
に
つ
い
て
の
論
点

整
理
を
行
う
た
め
、
分
科
員

間
に
よ
る
協
議
を
行
い
ま
し

た
。
続
い
て
、
各
会
派
が
総

括
質
疑
を
行
っ
た
後
、
意
見

表
明
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の

後
の
採
決
の
結
果
、
一
般
会

計
予
算
案
な
ど
の
14
案
件
が

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　
３
月
９
・
10
日
の
２
日
間

に
わ
た
り
行
っ
た
各
分
科
会

の
審
査
に
お
い
て
、
次
の
事

項
が
重
要
な
論
点
と
し
て
全

会
一
致
で
ま
と
め
ら
れ
、各
論

点
に
お
い
て
、分
科
員
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

□
総
務
分
科
会

　
　
　
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
及
び

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
強
化
の
取

組
に
つ
い
て
。

　
　
　
市
民
の
利
便
性
向
上
を
図

る
こ
と
。

　
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
に
関
す

る
危
機
意
識
の
醸
成
を
行
う
こ
と
。

　
自
治
会
な
ど
の
活
動
の
デ
ジ
タ

ル
化
の
推
進
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
職
員
の
資
質
向
上
及
び
内

部
統
制
強
化
等
の
組
織
体
制
の
強

化
に
つ
い
て
。

　
　
　
信
頼
さ
れ
る
市
役
所
と
な

る
こ
と
。

　
外
部
人
材
を
活
用
す
る
こ
と
。

　
市
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
応
え

る
適
正
な
職
員
定
数
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
臨
時
交
付
金
及
び
財
政
調

整
基
金
の
活
用
に
つ
い
て
。

　
　
　
各
基
金
の
積
立
額
や
活
用

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見

の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
議
会
と
の
弾

力
的
な
協
議
を
行
う
こ
と
。

　
　
　

市
民
へ
の
効
果
的
な
広

報
・
広
聴
に
つ
い
て
。

　
　
　
多
文
化
共
生
の
さ
ら
な
る

推
進
及
び
文
化
事
業
を
生
か
し
た

ま
ち
の
魅
力
向
上
に
つ
い
て
。

　
□
文
教
分
科
会

　
　
　
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ

ス
テ
ム
の
推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
施
設
整
備
も
進
め
る
こ
と
。

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
と
の

連
携
を
進
め
る
こ
と
。

　
　
　
尼
崎
市
版
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク

ー
ル
構
想
の
推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
い
じ
め
・
体
罰
等
の
根
絶

に
向
け
た
取
組
及
び
不
登
校
対
策

の
充
実
に
つ
い
て
。

　
　
　
教
員
の
資
質
向
上
及
び
教

員
不
足
対
策
並
び
に
教
育
委
員
会

の
内
部
統
制
に
つ
い
て
。

　
　
　
教
育
委
員
会
事
務
局
と
学

校
現
場
の
内
部
統
制
の
強
化
を
図

る
こ
と
。

　
自
主
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び

を
育
む
こ
と
が
で
き
る
教
員
を
養

成
し
指
導
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
教
育
基
本
法
の
教
育
の
目

的
及
び
理
念
に
基
づ
く
教
育
の
推

進
に
つ
い
て
。

論
点

論
点

論
点

意
見

論
点

論
点

論
点

意
見

論
点

　
　
　
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、

そ
れ
ら
を
育
ん
で
き
た
我
が
国
と

郷
土
を
愛
す
る
と
と
も
に
、
他
国

を
尊
重
し
、
国
際
社
会
の
平
和
と

発
展
に
寄
与
す
る
態
度
を
養
う
教

育
を
推
進
す
る
こ
と
。

　
　
　
地
域
と
連
携
し
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
さ
ら
な
る

推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
地
域
の
関
わ
り
を
促
進
す

る
こ
と
や
家
庭
の
協
力
が
よ
り
必

要
で
あ
る
こ
と
。

　
□
健
康
福
祉
分
科
会

　
　
　
保
育
士
の
確
保
策
と
今
後

の
保
育
所
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
。

　
　
　
保
育
士
の
処
遇
改
善
を
行

う
こ
と
。

　
保
育
士
の
配
置
基
準
を
見
直
す

こ
と
。

　
待
機
児
童
解
消
の
た
め
の
施
設

整
備
と
今
後
の
保
育
ニ
ー
ズ
と
の

関
係
を
し
っ
か
り
と
考
え
る
こ
と
。

　
副
食
費
無
償
化
の
対
象
世
帯
を

拡
充
さ
せ
る
こ
と
。

　
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
保
育
の
支
援

体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。

　
　
　
ひ
き
こ
も
り
等
支
援
及
び

重
層
的
支
援
の
推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
周
知
と
機
能
の
拡
充
を
行
う
こ

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見

と
。

　
学
校
と
連
携
し
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ

ー
の
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
。

　
高
齢
者
や
障
害
を
持
つ
人
だ
け

で
な
く
子
供
や
ひ
と
り
親
家
庭
等

も
含
め
て
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
。

　
　
　
児
童
相
談
所
の
整
備
及
び

い
く
し
あ
の
機
能
の
充
実
に
つ
い

て
。

　
　
　
学
校
や
教
育
委
員
会
等
と

の
連
携
を
図
る
こ
と
。

　
一
時
保
護
の
機
能
を
充
実
さ
せ

る
こ
と
。

　
一
時
保
護
さ
れ
た
子
供
の
行
き

場
と
な
る
里
親
の
事
業
に
市
も
関

わ
っ
て
い
く
こ
と
。

　
　
　
子
ど
も
の
た
め
の
権
利
擁

護
委
員
会
の
体
制
の
確
立
に
つ
い

て
。

　
　
　
最
低
で
も
委
員
数
３
名
を

確
保
し
、
様
々
な
事
案
に
対
応
す

る
こ
と
。

　
　
　
産
後
ケ
ア
事
業
の
充
実
に

つ
い
て
。

　
　
　
産
後
鬱
の
方
に
は
訪
問
事

業
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
申
請
等
で
細

や
か
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

論
点

意
見

論
点

意
見

論
点

意
見
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分科会審査／意見書

□
経
済
環
境
企
業
分
科
会

　
　
　
物
価
高
騰
等
の
影
響
を
踏

ま
え
た
、
事
業
者
及
び
市
民
へ
の

経
済
的
支
援
に
つ
い
て
。

　
　
　
あ
ま
咲
き
コ
イ
ン
に
つ
い

て
は
ポ
イ
ン
ト
を
失
効
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
様
々
な
周
知
を
行
い
、

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
推
進
に
つ
な
げ
、
ま

た
、
事
業
者
側
へ
の
支
援
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
。

　
事
業
者
と
市
民
へ
の
支
援
に
つ

い
て
は
国
の
施
策
を
待
つ
の
で
は

な
く
市
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
。

　
物
価
高
騰
対
策
に
つ
い
て
は
目

に
見
え
る
形
で
推
進
す
る
こ
と
。

　
　
　
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向

け
た
着
実
な
取
組
及
び
地
球
温
暖

化
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
。

　
　
　
尼
崎
城
等
の
観
光
資
源
を

生
か
し
、
大
阪
・
関
西
万
博
の
開

催
も
見
据
え
た
観
光
施
策
の
推
進

に
つ
い
て
。

　
　
　
阪
神
沿
線
を
核
と
し
て
活

性
化
を
図
る
こ
と
。

　
　
　
公
設
地
方
卸
売
市
場
の
今

後
の
在
り
方
に
つ
い
て
。

　
　
　
多
様
な
意
見
を
取
り
入
れ

て
進
め
る
こ
と
。

　
　
　
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事

業
に
お
け
る
新
た
な
フ
ァ
ン
層
の

獲
得
及
び
収
益
向
上
に
向
け
た
取

論
点

意
見

論
点

論
点

論
点

論
点

論
点

論
点

組
に
つ
い
て
。

　
□
建
設
消
防
防
災
分
科
会

　
　
　
多
様
な
避
難
者
を
受
け
入

れ
る
避
難
所
の
運
営
・
整
備
体
制

に
つ
い
て
。

　
　
　
渋
滞
緩
和
と
災
害
時
の
緊

急
輸
送
の
た
め
の
道
路
・
橋
梁
及

び
公
共
交
通
網
の
整
備
に
つ
い
て
。

　
　
　
体
感
治
安
の
向
上
及
び
マ

ナ
ー
向
上
に
係
る
取
組
の
強
化
に

つ
い
て
。

　
　
　
老
朽
危
険
空
家
等
の
除
却

の
促
進
及
び
密
集
市
街
地
の
解
消

並
び
に
良
好
な
住
環
境
整
備
に
つ

い
て
。

　
　
　
空
き
家
対
策
を
し
っ
か
り

行
う
こ
と
及
び
市
有
地
の
最
適
化

も
含
め
て
新
し
い
住
宅
地
を
供
給

す
る
こ
と
。

　
　
　
救
急
体
制
の
充
実
及
び
救

急
車
の
適
正
利
用
の
周
知
並
び
に
消

防
団
員
の
担
い
手
確
保
に
つ
い
て
。

　
　
　
市
民
の
理
解
と
協
力
を
得

な
が
ら
進
め
る
小
田
南
公
園
周
辺

の
ま
ち
づ
く
り
及
び
（
仮
称
）
武

庫
川
周
辺
阪
急
新
駅
の
整
備
に
つ

い
て
。

　
　
　
旧
か
ん
な
み
地
域
の
環
境

改
善
及
び
暴
力
団
事
務
所
を
再
び

つ
く
ら
せ
な
い
取
組
に
つ
い
て
。

論
点

論
点

論
点

論
点

意
見

論
点

論
点

論
点

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな
批准を求める意見書

　1979年（昭和54年）、国連はあらゆる分
野における女性差別の撤廃をうたった女性
差別撤廃条約（以下「条約」という。）を
採択し、日本は1985年（昭和60年）に条
約を批准しました。現在189か国が批准し
ている状況です。
　さらに1999年（平成11年）には、この条
約の実効性を強化し、女性が抱える問題を
解決するために個人通報制度と調査制度を
認めた女性差別撤廃条約選択議定書（以下

「選択議定書」という。）が国連総会で採択
され、2000年（平成12年）に発効してい
ます。条約批准国189か国のうち、選択議
定書は115か国が批准していますが、日本
はまだ批准していません。
　政府が女性の活躍を推進している一方で、
世界経済フォーラムが毎年発表する各国の
男女格差を示したジェンダーギャップ指数
2022（2022年（令和４年）７月13日発表）
において、日本は146か国中116位であり、
主要７か国（Ｇ７）では最下位でした。
　新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、
女性の経済的困窮の原因も賃金差別や非正
規雇用に女性が占める割合が多いことも指
摘されてきました。職場におけるセクシュ
アルハラスメントやパワーハラスメント、
家庭等ではドメスティックバイオレンスの
増加など、日本のジェンダー平等へ向けた
取組は進まず、女性の権利についての政策
等が国際基準から立ち後れているといえま
す。
　2020年（令和２年）12月25日に閣議決定
された、第５次男女共同参画基本計画にお
いては、選択議定書については、諸課題の
整理を含め、早期締結について真剣な検討
を進めるとされています。
　早急に選択議定書を批准し、日本の女性
の権利を国際基準とする努力が求められて
います。

　よって、政府におかれては、ジェンダー
平等の実現と全ての人の人権が尊重される
社会をつくるために、選択議定書を速やか
に批准されるよう強く要望いたします。

子供の医療費助成に係る国民健康保険の
国庫負担金減額措置の完全撤廃を求める
意見書

　今後も急速な少子高齢化が進む中で、長
寿社会をしっかりと支えていくためには現
役世代に十分な投資を行うことが極めて重
要です。特に収入や資産の少ない若い世代
が安心して結婚・子育てができる環境を整
備することは急務であり、各地方自治体に
おいてニーズに合った子育て世帯への大胆
な負担軽減を行い、少子化対策の強化を図
らなければならない状況です。
　しかし、地方自治体が行っている独自の
子供の医療費助成については、少子化対策
に関する重要な施策であるにもかかわらず、
国民健康保険の国庫負担金が減額されると
いう不合理なペナルティーが課せられてお
り、施策推進の大きな支障となっています。
　未就学児までを対象とする医療費助成に
ついては、平成30年度より国民健康保険の
国庫負担金の減額措置を行わないこととさ
れたものの、就学後の子供に対する医療費
助成に係る減額措置は残され、各自治体の
施策推進だけでなく、財政にも大きな影響
を与えています。
　よって、政府におかれては、地方の声を
真摯に受け止め、子育て支援の観点から、
地方自治体が行う子供の医療費助成に係る
国民健康保険の国庫負担金減額措置を直ち
に完全撤廃するよう強く要望いたします。

特定商取引法の改正に関する意見書
　特定商取引法（以下「特商法」という。）
の平成28年改正の際、いわゆる５年後見直
しが定められました。令和４年12月に同改

正法の施行から５年の経過を迎えました。
令和４年版消費者白書によると、消費生活
相談は85.2 万件でここ15年ほど高止まり
が続いており、特商法の対象分野の相談は
全体の54.7％に上ります。そして、令和３
年版消費者白書によると、65歳以上の高齢
者の相談では、特商法の対象取引分野のう
ち訪問販売の割合が13.0％、電話勧誘販売
の割合が8.9％であり、65歳未満の割合の
２倍を超えています。さらに、令和４年版
消費者白書によると、認知症等の高齢者に
おいては、訪問販売及び電話勧誘販売の割
合が48.6％を占めています。超高齢社会が
進む中、高齢者が悪質商法のターゲットに
されないよう早急な対応が必要です。
　また、令和４年版消費者白書によると、
インターネット通販に関する相談が世代全
体で27.4％と最多となり、トラブルが増加
していますが、事業者や勧誘者が特定でき
ない事例も多いです。マルチ取引に関する
相談は、20歳代において高い比率を占めて
おり、令和４年４月の成年年齢の引下げに
より、18歳から19歳を狙ったマルチ取引に
よる被害の増加が予想されます。
　よって、これらの被害に対処するため、
政府におかれては、次の事項について、特
商法の改正を行うよう強く要望いたします。
１ 　訪問販売や電話勧誘販売について、消

費者があらかじめ拒絶の意思を表明した
場合には勧誘してはならない制度とする
こと及び事業者の登録制を導入すること。

２ 　SNS等のインターネットを通じた通信
販売の勧誘等について、行政規制、クー
リングオフ等を認めること及び権利を侵
害された者はSNS事業者等に対し、相手
方事業者等を特定する情報の開示を請求
できる制度を導入すること。

３ 　連鎖販売取引について、国による登録、
確認等の開業規制を導入すること及び規
制を強化すること。

意見書を内閣総理大臣等政府関係機関に提出しました
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◆
令
和
５
年
度
予
算
へ
の
提
言
内
容

【「
い
く
し
あ
」
と
一
体
的
な
児
童
相
談

所
の
設
置
、
運
営
】

提
言

 

令
和
８
年
度
を
予
定
し
て

い
る
児
童
相
談
所
の
設
置
に
向
け
て
は
、

効
果
的
な
支
援
を
行
う
た
め
の
組
織
・

体
制
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
高
い
専

門
性
が
必
要
と
な
る
人
材
に
つ
い
て
は
、

経
験
者
も
含
め
た
児
童
福
祉
司
・
児
童

心
理
司
等
の
確
保
に
努
め
る
一
方
、
職

員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
行
う
こ
と
な
ど

に
よ
り
人
材
育
成
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
い
く
し
あ
と
の
連
携
の
し
や
す

さ
な
ど
を
重
視
し
た
施
設
整
備
を
行
う

べ
き
で
あ
る
。

回
答

 

令
和
８
年
度
を
予
定
し
て

い
る
児
童
相
談
所
の
設
置
に
向
け
て
、

次
の
と
お
り
取
組
を
進
め
る
。

○
効
果
的
な
支
援
を
行
う
た
め
の
組

織
・
体
制
に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年

度
か
ら
、
こ
ど
も
青
少
年
局
子
ど
も

の
育
ち
支
援
セ
ン
タ
ー
内
に
児
童
相

談
所
設
置
準
備
担
当
を
設
置
し
、
児

童
相
談
所
長
経
験
者
の
配
置
や
児
童

相
談
所
設
置
市
の
視
察
・
意
見
交
換

等
に
よ
り
、
令
和
８
年
度
の
運
営
開

始
に
向
け
た
準
備
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

○
高
い
専
門
性
を
有
す
る
人
材
の
確
保

に
向
け
て
は
、
令
和
４
年
度
か
ら
、

一
時
保
護
所
に
配
置
す
る
児
童
指
導

員
や
児
童
福
祉
司
・
児
童
心
理
司
の

経
験
の
あ
る
職
員
の
採
用
を
開
始
し

て
お
り
、
今
後
も
計
画
的
に
採
用
を

行
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
本
市
の
児

　

令
和
４
年
９
月
の
決
算
特
別
委
員
会
に
お
け
る
提
言
に
対
す
る
市�

長
か
ら
の
回
答
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
議
会
か
ら
の
提
言�

に
つ
い
て
は
、
要
約
し
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、
議
会
だ
よ
り�

第
１
４
１
号
（
令
和
４
年
１2
月
１
日
発
行
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

童
相
談
所
の
開
設
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
他
の
自
治
体
の
児
童
相
談
所
等

へ
職
員
を
研
修
派
遣
す
る
な
ど
に
よ

り
、
人
材
育
成
を
図
っ
て
い
く
。
加

え
て
、
今
後
は
弁
護
士
や
児
童
精
神

科
医
な
ど
の
専
門
職
の
確
保
に
向
け

た
検
討
を
進
め
る
。

○
施
設
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
が
さ
き
・

ひ
と
咲
き
プ
ラ
ザ
内
に
、
新
た
に
子

ど
も
の
育
ち
支
援
セ
ン
タ
ー
「
い
く

し
あ
」
の
新
館
を
整
備
す
る
と
と
も

に
、「
い
く
し
あ
」
と
「
児
童
相
談

所
」
の
職
員
を
新
施
設
に
集
約
す
る

こ
と
で
、
職
員
相
互
が
緊
密
な
連
携

を
図
り
な
が
ら
一
体
的
な
支
援
が
行

え
る
よ
う
、
事
務
室
の
ワ
ン
フ
ロ
ア

化
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
、
令
和
５

年
度
は
新
施
設
の
実
施
設
計
業
務
を

進
め
て
い
く
。

【
製
造
業
等
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進

支
援
、
創
業
支
援
の
充
実
に
よ
る
市
内
起

業
の
促
進
、
あ
ま
咲
き
コ
イ
ン
を
活
用
し

た
地
域
商
業
の
発
展
、
事
業
継
続
の
促
進

支
援
の
充
実
】

提
言

 

物
価
高
騰
や
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
動
向
に
よ
る
経
済

や
市
民
生
活
へ
の
影
響
を
注
視
し
、
産

業
振
興
施
策
を
講
じ
て
い
く
に
あ
た
っ

て
は
、
農
業
、
製
造
業
、
運
輸
・
通
信
、

商
業
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
事
業
者

の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
た
上
で
施
策
の
充
実

を
図
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
市
民
へ
の

経
済
的
支
援
を
推
進
し
て
い
く
べ
き
で

あ
る
。

　
　
　
　

  

産
業
振
興
施
策
の
構
築
に

回
答

あ
た
っ
て
は
、
業
種
を
問
わ
ず
事
業
者

の
ニ
ー
ズ
把
握
を
実
施
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
令
和
５
年
度
に
向
け
て
も
、

引
き
続
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
や
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
の
影
響

を
受
け
た
市
民
や
事
業
者
を
支
え
る
べ

く
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
て
い

く
。

○
脱
炭
素
社
会
の
実
現
と
、
電
気
料
金

等
の
増
加
に
直
面
し
て
い
る
企
業
を

支
援
す
る
た
め
、
省
エ
ネ
設
備
の
導

入
等
に
対
し
て
補
助
を
行
う
。
ま
た
、

従
来
の
省
エ
ネ
診
断
に
加
え
、
簡
易

な
省
エ
ネ
診
断
を
新
た
に
実
施
す
る

ほ
か
、
脱
炭
素
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

企
業
の
認
証
を
行
う
と
と
も
に
、
認

証
企
業
の
魅
力
発
信
を
行
う
。

○
コ
ロ
ナ
禍
や
物
価
高
騰
の
影
響
を
受

け
た
市
民
の
暮
ら
し
を
支
え
る
た
め
、

電
子
地
域
通
貨
「
あ
ま
咲
き
コ
イ

ン
」
を
活
用
し
た
プ
レ
ミ
ア
ム
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
継
続
し
て
実
施
す
る
こ

と
で
市
民
の
家
計
負
担
の
軽
減
を
図

る
。

○
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
目
指
し
、

外
部
専
門
家
等
と
意
見
交
換
を
行
う

「
産
業
政
策
会
議
」
を
設
置
し
、
今

後
の
産
業
振
興
や
雇
用
就
労
支
援
に

向
け
た
施
策
展
開
に
つ
な
げ
る
。

　
な
お
、
今
後
も
感
染
状
況
や
経
済
状

況
を
は
じ
め
、
事
業
者
の
ニ
ー
ズ
や
国

の
動
向
も
注
視
し
な
が
ら
事
業
を
検
討

し
、
補
正
予
算
等
で
お
示
し
し
て
い
く
。

【
研
修
等
を
通
じ
た
教
職
員
の
人
権
意
識

の
醸
成
及
び
指
導
力
の
向
上
、
キ
ャ
リ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
を
踏
ま
え
た
人
材

の
育
成
、
内
部
統
制
の
推
進
】

提
言

 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不

足
を
解
消
す
る
な
ど
風
通
し
の
良
い
職

場
環
境
を
進
め
る
と
と
も
に
、
管
理
職

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
の
向
上
に
取
り
組

む
べ
き
で
あ
る
。
教
職
員
の
資
質
・
指

導
力
の
向
上
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て

は
、
法
令
を
遵
守
し
、
人
権
へ
の
感
度

や
指
導
力
を
さ
ら
に
高
め
る
取
組
に
繋

げ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
児
童
・
生

徒
の
学
力
向
上
に
向
け
た
教
員
の
資
質

向
上
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。
内
部

統
制
制
度
を
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
目
的
を
実
現
し
、
市
政
へ
の
信
頼

と
満
足
度
の
向
上
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
、
事

務
局
だ
け
で
は
な
く
学
校
現
場
に
お
い

て
も
内
部
統
制
を
推
進
し
て
い
く
具
体

的
な
取
組
が
必
要
で
あ
る
。
教
員
の
欠

員
に
対
し
て
は
、
県
教
育
委
員
会
と
連

携
し
、
対
策
を
強
化
し
て
い
く
べ
き
で

あ
る
。

回
答

 

○
風
通
し
の
良
い
職
場
環

境
の
実
現
や
管
理
職
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

力
の
向
上
に
向
け
た
取
組

　
風
通
し
の
良
い
職
場
環
境
の
実
現
に

あ
た
っ
て
は
、
上
司
・
部
下
、
職
員
間

の
信
頼
関
係
や
心
理
的
安
全
性
が
高
い

状
態
に
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
管
理
職
の
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
力
の
向
上
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

　
令
和
４
年
度
か
ら
は
、
管
理
職
の
人

事
評
価
に
お
い
て
「
風
通
し
の
良
い
職

場
づ
く
り
」
に
係
る
項
目
の
設
定
を
義

務
付
け
、
管
理
職
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

後
押
し
す
る
運
用
を
始
め
て
い
る
ほ
か
、

令
和
５
年
度
か
ら
は
、
所
属
長
対
象
の

研
修
に
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
や
り
が

い
や
充
実
感
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
環

境
や
チ
ー
ム
づ
く
り
を
目
的
と
し
た

「
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
や
、
相
手
も

自
分
も
尊
重
で
き
る
「
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
テ
ー
マ
に

取
り
上
げ
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
の
向
上

を
図
っ
て
い
く
予
定
で
あ
り
、
引
き
続

き
、
こ
う
し
た
取
組
を
積
極
的
に
展
開

し
、
風
通
し
の
良
い
職
場
風
土
の
醸
成

に
取
り
組
ん
で
い
く
。

○
教
職
員
の
資
質
・
指
導
力
の
向
上
に

向
け
た
取
組

　
教
職
員
の
法
令
遵
守
や
人
権
へ
の
感

度
、
指
導
力
を
さ
ら
に
高
め
る
取
組
に

つ
い
て
は
、
令
和
５
年
度
に
お
い
て
も
、

初
任
者
研
修
等
の
年
次
研
修
で
子
ど
も

達
の
望
ま
し
い
行
動
を
育
て
る
支
援

（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
行
動
支
援
）
に
つ
い
て

学
ぶ
取
組
を
実
施
す
る
ほ
か
、
令
和
４

年
度
よ
り
開
始
し
た
高
等
学
校
教
職
員

へ
の
い
じ
め
に
関
す
る
研
修
を
継
続
し

て
実
施
し
、
よ
り
一
層
、
教
職
員
の
い

じ
め
に
関
す
る
感
度
の
向
上
を
図
る
。

ま
た
、
令
和
５
年
度
か
ら
は
、
全
校
園

種
の
教
職
員
を
対
象
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
研
修
を
行
う
と
と
も
に
、
令
和
４

年
12
月
に
策
定
し
た
「
校
則
の
見
直
し

に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
趣
旨
に

基
づ
き
、
継
続
し
て
校
則
の
見
直
し
に

取
り
組
む
こ
と
で
人
権
に
関
す
る
感
度

の
向
上
を
図
る
。

　
一
方
、
学
力
向
上
に
向
け
た
指
導
力

向
上
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
教
科
等
の

指
導
に
関
す
る
研
修
に
お
い
て
、
授
業

研
究
を
中
心
と
し
た
研
修
を
充
実
さ
せ

授
業
力
の
向
上
を
図
る
ほ
か
、
令
和
５

年
度
か
ら
は
「
個
別
最
適
な
学
び
」・

「
協
働
的
な
学
び
」
な
ど
を
ふ
ま
え
た

研
修
を
通
し
て
、
さ
ら
な
る
指
導
力
の

育
成
を
目
指
す
。
加
え
て
、
全
て
の
教

職
員
が
様
々
な
学
習
場
面
の
中
で
Ｉ
Ｃ

Ｔ
機
器
を
活
用
し
て
指
導
が
で
き
る
よ

う
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
に
焦
点
化
し
た
授
業

方
法
に
関
す
る
先
進
的
な
研
究
を
進
め
、

教
職
員
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
指
導
力
向
上
を

図
る
。

○
内
部
統
制
制
度
に
係
る
取
組

　
内
部
統
制
制
度
の
運
用
に
あ
た
っ
て

は
、
単
に
ミ
ス
が
発
生
し
な
い
こ
と
を

良
し
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ミ
ス
が
発

生
し
た
際
は
、
そ
の
本
質
的
な
要
因
に

真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
で
、
再
発
防

止
・
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
必
要
が
あ

り
、「
管
理
職
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
、

職
員
の
規
範
意
識
の
向
上
」、「
職
員
一

人
ひ
と
り
が
自
律
的
に
考
え
、
行
動
で

き
る
組
織
風
土
の
醸
成
」
な
ど
の
「
統

決
算
特
別
委
員
会
意
見
に
対
す
る
回
答
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制
環
境
」
が
重
要
と
な
る
。
令
和
４
年

度
に
お
い
て
は
、
６
月
に
発
生
し
た
Ｕ

Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
紛
失
事
案
も
踏
ま
え
、

管
理
職
を
対
象
に
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン

ト
能
力
向
上
に
向
け
た
ワ
ー
ク
研
修
な

ど
を
実
施
し
、
再
発
防
止
だ
け
で
な
く

職
員
の
能
力
向
上
に
資
す
る
取
組
を
実

施
し
た
。
今
後
も
引
き
続
き
、
適
法
・

適
正
か
つ
効
率
的
・
効
果
的
な
行
政
運

営
の
実
現
に
向
け
て
、
各
種
研
修
の
充

実
を
図
る
な
ど
「
統
制
環
境
」
を
重
視

し
た
取
組
を
進
め
て
い
く
。
ま
た
、
教

育
委
員
会
に
お
い
て
は
、
教
育
長
自
ら

が
教
育
次
長
や
部
長
、
課
長
と
面
談
を

実
施
す
る
こ
と
で
、
日
々
の
業
務
に
お

け
る
指
示
や
伝
達
だ
け
で
な
く
、
意
図

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
会
の
創

出
に
努
め
て
い
る
ほ
か
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
学
校
現
場
へ
も
足
繁
く
通
う
こ
と

で
学
校
が
抱
え
る
課
題
や
取
組
、
成
果

な
ど
を
共
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

加
え
て
、
学
校
園
監
査
を
再
開
し
、
学

校
園
の
管
理
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
で

教
職
員
の
給
食
費
の
未
納
問
題
な
ど
の

再
発
防
止
を
図
る
。

○
教
員
の
欠
員
対
策
に
係
る
取
組

　
産
前
産
後
休
暇
や
育
児
休
業
等
で
教

員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
、
児
童
生
徒

へ
の
授
業
が
で
き
な
い
な
ど
そ
の
影
響

は
非
常
に
大
き
く
、
正
規
教
員
の
代
替

と
し
て
任
用
す
る
臨
時
講
師
の
任
用
に

あ
た
っ
て
は
、
年
度
当
初
か
ら
年
間
を

通
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
任

用
や
多
様
な
働
き
方
が
進
む
中
で
勤
務

時
間
の
短
い
非
常
勤
と
し
て
の
任
用
を

可
能
と
す
る
よ
う
な
弾
力
的
な
運
用
に

つ
い
て
県
教
育
委
員
会
に
要
望
し
て
お

り
、
引
き
続
き
、
教
員
の
欠
員
解
消
に

向
け
て
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

あ
わ
せ
て
、
県
内
の
学
校
で
教
員
と
し

て
働
き
た
い
と
い
う
意
欲
を
持
っ
た
若

手
教
員
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
兵
庫

県
教
員
採
用
試
験
に
お
い
て
、
筆
記
免

除
や
大
学
等
の
推
薦
枠
な
ど
の
優
遇
措

置
を
、
近
隣
他
府
県
並
に
設
け
る
よ
う
、

県
教
育
委
員
会
に
要
望
し
て
い
る
。

【
将
来
を
見
据
え
た
人
材
確
保
・
育
成
、

内
部
統
制
の
推
進
】

提
言

 

今
後
は
尼
崎
市
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ

モ
リ
ー
紛
失
事
案
調
査
委
員
会
か
ら
の

答
申
を
踏
ま
え
、
二
度
と
同
様
の
事
案

が
生
じ
な
い
よ
う
再
発
防
止
及
び
情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
強
化
の
取
組
を
推
進

す
る
べ
き
で
あ
る
。

回
答

 

本
市
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
紛

失
事
案
調
査
委
員
会
か
ら
の
報
告
書
を

踏
ま
え
た
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の

強
化
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
度
に
実
施

し
た
対
策
に
加
え
て
、
各
種
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
の
強
化
、
組
織
体
制
の
強
化

及
び
委
託
業
務
管
理
の
徹
底
を
図
る
。

○
各
種
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
強
化
に

つ
い
て
は
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
研

修
を
拡
充
す
る
ほ
か
、
市
職
員
が
実

施
し
て
い
る
内
部
監
査
の
対
象
を
、

個
人
情
報
を
取
り
扱
う
全
て
の
シ
ス

テ
ム
に
広
げ
る
と
と
も
に
、
第
三
者

の
視
点
に
よ
る
客
観
性
や
専
門
性
を

確
保
で
き
る
外
部
監
査
を
実
施
す
る
。

○
組
織
体
制
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
関

す
る
専
門
的
な
知
見
を
有
す
る
外
部

人
材
を
最
高
情
報
統
括
責
任
者
（
Ｃ

Ｉ
Ｏ
）
補
佐
官
及
び
最
高
情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
責
任
者
（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）
補

佐
官
へ
任
用
す
る
ほ
か
、
情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
担
当
職
員
を
増
員
す
る
。

○
委
託
業
務
管
理
の
徹
底
に
つ
い
て
は
、

個
人
情
報
保
有
シ
ス
テ
ム
事
業
者
に

対
し
、
本
市
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ

ー
等
の
研
修
を
実
施
す
る
ほ
か
、
個

人
情
報
や
デ
ー
タ
取
扱
い
に
関
す
る

チ
ェ
ッ
ク
表
の
作
成
等
の
取
組
を
推

進
す
る
。

採決結果一覧表（第12回定例会）

区　　　分 結果

公

明

党

日

本 

維
新
の
会

市
民
グ
リ
ー
ン 

ク

ラ

ブ

蒼

風

会

日
本
共
産
党 

議

員

団

青
雲
の
会

み
ど
り
の 

未

来

無

所

属

（
光
本
議
員
）

無

所

属 

（
西
田
議
員
）

付託委員会

（12）（8）（５）（５）（４）（４）（２）（１）（１）

条
　
例

議案 第22号 財政運営基本条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○１× １ ○ ○ 総　　務
〃 第2３号 予算で定めるべき公営企業の用に供する重要な資

産の取得及び処分等を定める条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第2４号 ＰＦＩ事業者選定委員会条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第2５号 職員定数条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第2６号 事務分掌条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第2７号 土地開発公社の解散に伴う関係条例の整備に関す

る条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃

〃 第2８号 個人情報の保護に関する法律の改正等に伴う関係
条例の整備に関する条例 〃 ○ ○ ○ ○ × ○ ○１× １ ○ ○ 〃

〃 第2９号 個人情報の保護に関する法律施行条例 〃 ○ ○ ○ ○ × ○ ○１× １ ○ ○ 〃
〃 第３０号 職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一

部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○１× １ ○ ○ 〃
〃 第３1号 国民健康保険条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第３2号 文化財保存活用基金条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文　　教
〃 第３３号 福祉医療費の助成に関する条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 健康福祉
〃 第３４号 公害病認定患者の救済に関する条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第３５号 墓園の設置及び管理に関する条例等の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第３６号 たばこ対策推進条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第３７号 青少年問題協議会条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第３８号 特別会計条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第３９号 子ども・若者応援基金条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第４０号 産業労働審議会条例 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 経済環境企業
〃 第４1号 建築物等関係事務手数料条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算特別
〃 第４2号 特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例及び

市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 建設消防防災

議員提出議案第１号 市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に
関する条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 委員会付託省略

 〃  第２号 市議会個人情報の保護に関する条例 〃 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 〃
  〃  第３号 市議会委員会条例の一部改正 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃

予
　
算

議案 第１号 ５年度一般会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 予算特別
〃 第２号 ５年度国民健康保険事業費予算 〃 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第３号 ５年度地方卸売市場事業費予算 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第４号 ５年度育英事業費予算 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第５号 ５年度公共用地先行取得事業費予算 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第６号 ５年度公害病認定患者救済事業費予算 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第７号 ５年度母子父子寡婦福祉資金貸付事業費予算 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第8号 ５年度介護保険事業費予算 〃 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第９号 ５年度後期高齢者医療事業費予算 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第1０号 ５年度水道事業会計予算 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第11号 ５年度工業用水道事業会計予算 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第12号 ５年度下水道事業会計予算 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第1３号 ５年度モーターボート競走事業会計予算 〃 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第1４号 ４年度一般会計補正予算（第９号） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第1５号 ４年度国民健康保険事業費補正予算（第２号） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
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採決結果一覧表／議員研修会を開催／会派広報紙作成規程等の見直し／議会の動き／編集後記／次回定例会の予定

　
新
市
長
就
任
後
の
初
め
て
の
予

算
議
会
が
終
わ
り
、
い
よ
い
よ
新

年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　
か
の
天
才
歌
人
石
川
啄
木
が
詠

ん
だ
最
も
有
名
な
短
歌
の
一
つ

「
は
た
ら
け
ど　

は
た
ら
け
ど 

猶（
な
お
）わ
が
く
ら
し　
楽
に
な

ら
ざ
り　
ぢ
っ
と
手
を
見
る
」
が
、

か
つ
て
な
い
物
価
高
騰
に
苦
し
む

多
く
の
市
民
の
実
感
と
な
っ
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
機
動
的
か
つ
適
切
に
市
民
に
行

政
の
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
る
よ
う
、

市
長
を
は
じ
め
市
当
局
と
市
議
会

が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と

が
一
層
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

 

（
Ｎ
・
Ｙ
）

予
　
算

議案 第1６号 ４年度地方卸売市場事業費補正予算（第３号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 経済環境企業
〃 第1７号 ４年度育英事業費補正予算（第１号） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総　　務
〃 第1８号 ４年度公共用地先行取得事業費補正予算（第１号） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 建設消防防災
〃 第1９号 ４年度介護保険事業費補正予算（第２号） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 健康福祉
〃 第2０号 ４年度後期高齢者医療事業費補正予算（第１号） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総　　務
〃 第21号 ４年度下水道事業会計補正予算（第４号） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 経済環境企業
〃 第４８号 ４年度一般会計補正予算（第1０号） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 予算特別
〃 第４９号 ５年度一般会計補正予算（第１号） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○１× １ ○ ○ 〃

そ
の
他
の
案
件

議案 第４３号 土地開発公社の解散 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 総　　務
〃 第４４号 包括外部監査契約の締結 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
〃 第４５号 権利の放棄（災害援護資金の貸付けを受けた者又

はその相続人に対して有する権利） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 健康福祉
〃 第４６号 訴えの提起（建物明渡し等請求事件） 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 建設消防防災
〃 第４７号 市道路線の一部廃止 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃

人
事
案
件

議案 第５０号 教育委員会委員の任命 同　　意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 委員会付託省略
〃 第５1号 固定資産評価審査委員会の委員の選任 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃

諮問 第１号 人権擁護委員の候補者の推薦 異議なしと答申 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
請
願請願 第１号 特定商取引法の改正についての請願 採　　択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 建設消防防災

意
見
書

意見書案 第１号 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書 原案可決 ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × 委員会付託省略

 〃 第２号 子供の医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担
金減額措置の完全撤廃を求める意見書 〃 ○ ○ ○ × ４ 

退席１ ○ ○ ○ ○ ○ 〃

 〃 第３号 特定商取引法の改正に関する意見書 〃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〃
※会派名の下の（　）は会派ごとの所属議員数です。ただし、採決に加わらない議長（蒼風会）を含みます。

集
編

後
記

次回定例会の予定

次回定例会は６月の予定です

市議会の審議の模様は、市議会
ホームページでご覧になれます。

詳しくは、議事課までお問い合わせください。

■環境にやさしい植物インキで印刷しています

区　　　分 結果

公

明

党

日

本 

維
新
の
会

市
民
グ
リ
ー
ン 

ク

ラ

ブ

蒼

風

会

日
本
共
産
党 

議

員

団

青
雲
の
会

み
ど
り
の 

未

来

無

所

属

（
光
本
議
員
）

無

所

属 

（
西
田
議
員
）

付託委員会

（12）（8）（５）（５）（４）（４）（２）（１）（１）

政務活動費を使用した会派ホームページ及び会
派広報紙の作成に関する規程等を見直しました

　このたび、政務活動費を充てた会派のホームページ
に対する住民訴訟の判決を受け、会派ホームページに
掲載する議員の写真等について、会派広報紙のように
サイズを規定することは困難であることなどから、会
派ホームページの作成・維持管理経費等には政務活動
費を充てないこととしました。
　また、会派広報紙の作成基準において「発行者の特
定」として掲載を認めている写真等についても、宣伝
目的と捉えられかねないことから掲載を認めないこと
とし、より厳しい運用としました。
　詳しい内容については市議会ホームページをご覧く
ださい。

議員研修会を開催
　２月７日に元全国都道府県議会議長会事務局次長の内田一夫氏
を講師に招き、「政治倫理と政務活動費の適正使用について」をテ
ーマに研修会を行いました。

　令和４年６月に、本市議会議
員による政務活動費の不可解な
入出金及び私文書の偽造が発覚
したことを受け、議員個人がよ
り高い規範意識を持ち、適正に
政務活動費が使用されるよう政
治倫理や政務活動費の適正使用
について、お話しいただきました。

政務活動費の使途等について、事
例を踏まえたお話を伺いました。

【
２
月
】

７
日
▽
議
員
研
修
会

１0
日
▽
議
会
改
革
検
討
委
員
会

１５
日
▽
会
派
代
表
者
会

　
　

▽
議
会
運
営
委
員
会

2１
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▽
会
派
代
表
者
会

22
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▽
本
会
議

　
　

▽
予
算
特
別
委
員
会

27
日
▽
健
康
福
祉
委
員
会

　
　

▽
経
済
環
境
企
業
委
員
会

　
　

▽
予
算
特
別
委
員
会
（
分
科
会
）

28
日
▽
文
教
委
員
会

　
　

▽
建
設
消
防
防
災
委
員
会

　
　

▽
予
算
特
別
委
員
会
（
分
科
会
）

【
３
月
】

１
日
▽
総
務
委
員
会

　
　

▽
予
算
特
別
委
員
会
（
分
科
会
）

３
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

６
日
▽
予
算
特
別
委
員
会

　
　

▽
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▽
本
会
議

７
日
▽
本
会
議
（
代
表
質
疑
）

８
日
▽
本
会
議
（
代
表
質
疑
）

　
　

▽
予
算
特
別
委
員
会

９
・
１0
日

　
　

▽
予
算
特
別
委
員
会
（
分
科
会
）

１５
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▽
会
派
代
表
者
会

１6
・
１7
日

　
　

▽
予
算
特
別
委
員
会
（
総
括
質
疑
）

22
日
▽
予
算
特
別
委
員
会

23
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▽
会
派
代
表
者
会

24
日
▽
議
会
運
営
委
員
会

　
　

▽
本
会
議

　
　

▽
予
算
特
別
委
員
会

　
　

▽
予
算
特
別
委
員
会
（
分
科
会
）

　
　

▽
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

議
会
の

動動
き

（
２
月
１
日
か
ら
３
月
31
日
ま
で
）


